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【はじめに】

土地家屋調査士は、昭和25年7月31日法律第228号『土地家屋調査士法』

により創設された国家資格者です。不動産の登記制度において、土地や建

物を詳細に調査することで各種の権利の目的物を明確にする役目を担って

います。

「不動産登記法」の目的は、国家が不動産取引の安全を保証し、誰もが安

心して取引できるようにすることです。その基礎となる部分で、「土地家屋

調査士」は不動産の「表示に関する登記」、また土地の境界に関する調査・

測量のプロフェッショナルとして、皆さんの財産である「土地」・「建物」

をサポートしています。

有名な東京「六本木ヒルズ」の開発計画では、境界や面積の確定作業に

約4年を要しました。境界を正確に反映した地図の未整備は、都市部の再開

発事業の支障となるばかりでなく、経済の面にも悪い影響を及ぼします。

私たち「土地家屋調査士」は、日常的に高精度地図の整備に協力してい

ます。「六本木ヒルズ」では、土地の境界を確定する作業に携わることで、

権利関係をも確定させ、再開発事業の円滑化と不動産の流通を促しました。

また、法務省が実施する「地図混乱地域」における地図整備事業（不動産

登記法第14条第1項地図作成作業）や、市区町村が実施する「地籍整備事業」

の境界立会、人口密集地（DID地区）の街区基準点等に基づく地積測量図の

作成など、国策である地図整備（地理空間情報の活用）の促進に向け、活

動しています。
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「土地家屋調査士」は、長年培った専門的知見から、平成16年に改正され

た不動産登記法で誕生した、法務局が行う境界についての画期的な制度

「筆界特定制度」の中で、筆界調査委員として活躍の場が与えられました。

また、裁判外民間紛争解決手続（ADR）では、代理人となる職能も弁護士

と協働することで付与されました。現在、その代理人が活躍する場として、

土地家屋調査士会が設立するADR機関「境界問題相談（紛争・解決）セン

タ－」が全国各地で、弁護士会と協働で設立されています。

現代は高度情報化社会の枠組みが組成され、急速に展開されています。

私たちは隣接法律専門職種として、その専門的知見を活用すべく他の専門

資格者団体や、関連省庁と連携を図りながら、社会的使命を担いたいと考

えています。

皆さん、身近な『不動産の表示に関する登記の専門家』として「土地家

屋調査士」をご活用ください。

3

【不動産登記制度と土地家屋調査士について】

それでは、少し不動産の基礎知識に触れておきましょう。

我が国の法律でいわゆる『不動産』とは『土地』と『建物』のことを指

し、権利義務を定める法律の中で最も重要な民法に明記されています。

民法第86条【不動産及び動産】①土地及び土地の定着物は、不動産とす

る。その名のとおり、動かないものであり、持ち運ぶことができません。

②不動産以外のものは全て動産とする。つまり、船舶、車、鉛筆、椅子、

電卓・・は動産となります。

民法177条【不動産に関する物権の変動の対抗要件】不動産に関する物権

の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるとこ

ろに従い登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

「得喪」の得とは、得る、発生することです。家を建築した場合、その

家（不動産）には所有権が発生します。請負業者に代金を支払うことで、

建築主に所有権が移ります。

喪は失ったり、消滅することです。建物を取り壊したことによる滅失や、

融資の完済に伴う担保権の消滅などです。不動産は自由に売買することが

でき、また、抵当権等の担保として利用することも所有者の自由です。不

動産は日本の社会における経済の基盤であり、国民にとって非常に重要な

財産です。

しかし、《登記に関する法律の定めるところに従い登記をしなければ、

第三者に対抗することができない。》ということについては、詳しく知ら

れていません。いざという時に困ってしまうようなケ－スもあるようです。

土地・建物の不動産登記記録への記載が「登記｣を意味します。登記を怠っ

たことで、後で契約した人物から「この土地は私のものだ！すでに登記も

してある｣と主張され、トラブルになることもあります。契約を自由に行え
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ることには、責任と義務を伴います。このことを忘れてはいけません。

では、不動産登記記録への記載をするにはどうすれば良いのでしょう？ま

ず、どこに行って、どのような手続きを行えば良いのでしょう？

例えばある土地を購入したいと思った時、その土地は誰が持っている

のか？どんな土地なのか？面積は？これらは誰にでもわかるように公示

される必要があります。国は、不動産の取引の安全を保証するために

【不動産登記法】を制定し、土地や建物の物理的状況とその所有権などに

関する情報を公開しています。基本的には、その不動産の所在する「法

務局｣（登記所）に情報が整備されています。そして、不動産（土地・建

物）の物理的状況、土地であれば、どこに、どれだけの広さで、どのよ

うに利用されているのかを示す登記が「表示に関する登記｣です。「土地

家屋調査士」は、一つの土地を数個に分ける分筆・数個の土地を一つに

まとめる合筆・地目（用途）の変更・登記されている面積と実際の面積

が違う場合に行う地積更正・建物を新築した場合の建物表題登記・建物

を増改築した場合の表示変更登記・取り壊した場合や焼失した場合の滅

失登記などの「表示に関する登記」の専門家です。そして、土地の測量

や境界の復元といった測量技術やデ－タの取り扱いについても熟知して

います。土地の境界（筆界）や、面積についてもっと詳しく知りたいと

思ったらぜひ「土地家屋調査士」に相談してください。「土地家屋調査士」

は、不動産の「表示に関する登記」と「土地の境界」に関するプロフェッ

ショナルです。

また、土地取引には「不動産登記法｣以外にもさまざまな法令上の手続

きが必要です。

それでは実際に、土地を親戚から分けてもらって家を建てるという

ケ－スを想定し、それらの手続きの流れをマンガで見ていくことにしま

しょう。
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よーし。
家を建てるぞー！

こんなに
規制が
あったの？

土地家屋調査士
にご相談ください

こんな
時は
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新居
マイホーム

ができるまで
たつお君の 

7

あらすじ
たつお君と里子さんが文二郎おじさん

から土地を分けてもらい、登記手続など

を土地家屋調査士の山田さんに相談しな

がら新居を建てるまでの物語です。

山田ハカル
（土地家屋調査士）

たつお君 里子さん

文二郎おじさん モグラのモグ

父 母



いい結婚式
だったなァ
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よかった よかった

おめでとう！　お幸せにー！

里子さんの花嫁姿
とっても良かったわ ありがとう

ございます

文二郎おじさんの
スピーチも
良かったスよ

ところで
たつおクンと
里子さんの新居だが

アハハハハ
そうか そうか

ワシの土地を
分けてあげるから
そこに建てたら
どうかな？

9



エーッ
ホントに!?

まあお前たちが
良ければ

そりゃ
もー
ぜひ！

やあ！
モグラの
モグ！

10

よかったね
おめでとう！

土地を譲り
受けるには
色々な手続きが
必要になるよ

それじゃ
土地家屋調査士
に頼むと
便利だよ

じゃあ
ぜひ
紹介してよ！

OK！
土地のことなら
このモグに
まかせてモグ!

山田さん?
頼みたい事が
あるんだチョット
来てくれるモグ！

手続きねぇ…
仕事もあるし
どうしよう?

11



息子夫婦が文二郎から
土地を半分譲って
もらったので
手続きをお願いします

初めまして
土地家屋調査士の
山田ハカルです！

わかりました
私にまかせて
下さい！

さっそく
法務局に
文二郎さんの土地の
調査に行って参ります

12

みなさん
紹介
しまーす！

※法務局→詳細は30ページ

法務局から
必要な書類を
取って参りました

13

これがおじさんの
土地の地図です

※地図→詳細は30ページ



そしてこれが
地積測量図
です

それに
登記事項証明書

14

登
記
事
項
証
明
書

地
積
測
量
図

※登記事項証明書→詳細は34ページ　※地積測量図→詳細は32ページ

で？

おじさんの土地を

分けてもらうにはどうしたら

いいんです？

まず境界の確認を
して

それに
あの土地は
畑だから家を
建てるには
手続きがいるよ

分けてもらう
土地の分筆登記
をします

エッ!?
どういう
こと?

15※分筆登記→詳細は37ページ



フーン
そうなんだ

ではさっそく
隣接している
地主さんと

道路管理者にも
境界の確認のため
立ち会って
もらいます

では境界確認の日時を
決めましょう

農地は農地法の手続きを経ないと
かってに造成したり
売り買いしたりできない
んですよ

16 ※農地法→詳細は43ページ

みなさま
ご苦労
さまです

この木が
境ですね? ハイ

そのとおり
です

何か
他にご意見は
ありますか?

それでは
ご意見もないようなので
境界標を
設置しましょう

17

境界立会当日



ここですね
たつお君の
分けてもらう
土地の境界は?

境界標の
周囲をセメントで
固めるから
持っててね

オーケー

ハイ
そうです

コンクリートで
根固めして
永久杭にしたから
もう安心です

きょう設置した
境界杭はお互いの
財産だから
大切に管理してネ

18

ヨイ
ショッと

ヤイ！
ボクをセメントで
固めんなっつーの！

今回はお隣り同士
トラブルがありませんでしたが
境界標がないために
もめる事があります

境界杭

この石を
境に決めた
はずだ！

境界の事で困った時は
筆界特定制度と
境界問題相談センター
があるよ

イヤ！
この木が境
じゃて！

19

境界標がなくて困った事例

※筆界特定制度→詳細は40ページ　※境界問題相談センター→詳細は40ページ

境界を
お互いに

確認しましょう



フム
フム

お隣りとの
境界確認書も
取り交わしましたし
これで安心ですね

いやぁー
土地家屋調査士の
山田君に頼んで
良かったよ

ではこれから
私が分筆登記の
手続きに
入ります

そしてこのあと
農地転用と
所有権移転の
手続きが
必要になります

20

山田さん
ありがとう
ございました

農地転用の手続きは
行政書士に、所有権移転の
手続きは司法書士に
お願いしましょう

ハイ ではこれが
登記事項証明書です
これでたつおさんと里子さん
の土地になりましたよ

結構日数は
かかったけど
手続きが
終わったよ

21

登記事項証明書

○
○
県
土
地
家
屋
調
査
士
会
員

土
地
家
屋
調
査
士

山
田
ハ
カ
ル
事
務
所



山田さんのおかげで
手続きもすみました
おじさん色々と
ありがとうございました

まあ
お前たちも
二人仲良く
幸せにやって
いきなさい

さあ
これでボクたちの
家が建つ
ぞー！

じゃ家を
建てるにあたって
建築士を紹介
しなきゃ！

楽しみネ！

これがお宅の
設計図です まあ！

22

↑

建
築
士

ワーッ
キッチンも広く
とってあるーっ！

建築工事に
ともなっての
色々な規制も
あるから

都市計画法
建築基準法
宅地造成等規制法などがあります

土地家屋調査士の
山田さんに
聞いてみよう

山田
さーん

テラスも
ついてるぞ！

23
※都市計画法→詳細は41ページ　※建築基準法→詳細は42ページ　
※宅地造成等規制法→詳細は42ページ
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上棟式

完　成 ワーイ
やったぁ！

地鎮祭

いかが
ですか? 日当たりも

良さそうだし
とってもいい家を
造っていただいて
ありがとうございます

よろしく
山田さん

これに続いて
保存登記が
あるから司法書士
さんにお願い
しようネ

ではさっそく
土地家屋調査士の私が
建物表題登記と
地目変更登記
の手続きをします

25

建物引渡し

※建物表題登記→詳細は38ページ　※地目変更登記→詳細は37ページ



建物表題登記

地目変更登記も済み
これで依頼いただいた

手続きは終わりました

はい
ありがとう
ございます

マイホーム
おめでとうございます
これからも仲むつまじく
お幸せに！

なにもかも
山田さんに
お世話になり
ありがとう
ございました

26

数日後―
モグにも
お世話に
なっちゃって

お世話になりついでに
引っ越しの
手伝いもお願いネ

しまった！
逃げられた！

モグ！

イヤー
どーって
こと…

27



アッ！
ご家族が増えますね！

ハーイ

しばらく
でーす！

あら
山田さん！

あなた
土地家屋調査士
の山田さんよ

28

子供部屋の
増築の時は
また山田さんに登記を
お願いしないとね

その時は
またお手伝い
させて
いただきます

メデタシ
メデタシだ
モグ～ッ

29
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登記制度
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法務局（登記所）――――――――――――――――――――

登記の事務は法務局で行われています。各地域にその地域を管轄する法務

局・地方法務局とその出先機関として支局・出張所があります。不動産に係

る登記では不動産の現在の状況と権利関係が記録されています。

登記官　―――――――――――――――――――――――

法務局（登記所）で行う登記事務を取り扱うのは登記官です。

地　図　―――――――――――――――――――――――

登記所には不動産登記法14条1項で正確な測量及び調査の上、作成された

地図（「法第14条第1項地図（図1）」と呼びます）を備え付けることとさ

れていますが、この地図が備え付けられていない地域も多くあります。この

ような地域では、「法第14条第1項地図」が備え付けられるまでの間、地図に

準ずる図面（いわゆる「公図（図2）」と呼ばれるもの）を備え付けること

ができることになっています。この地図に準ずる図面は「法第14条第1項地

図」と比べ、精度が比較的低い地図です。これらの図面は手数料を納めるこ

とにより、閲覧または写しを請求することができます。

31

図2 公図

図1 法第14条第1項地図
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地積測量図　――――――――――――――――――――――

地積測量図（図3）は土地の表題登記、地積変更・更正登記、分筆登記の

際に登記申請に添付され、登記所で保管されている1筆ごとに作成された土

地の測量図です。地積測量図からは、1筆の土地の形状・面積・方位及び隣

接地番、境界標の種類、境界点間の距離などがわかります。ただし、地積測

量図が全ての土地について備え付けられているとは限りません。地積測量図

は、手数料を納めることにより、閲覧または写しを請求することができます。

建物図面・各階平面図 ――――――――――――――――――

建物図面・各階平面図（図4）は建物新築登記及び建物増築登記等の際

に登記申請に添付され、登記所で保管されている建物１個ごとに作成されて

います。建物図面は、建物の敷地並びにその１階の位置及び形状を明確にし

ています。各階平面図は、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求

積方法が記載されています。建物図面・各階平面図は、手数料を納めること

により、閲覧または写しを請求することができます。

これが地積測量図と 
建物図面・各階平面図だよ 

33

図3 地積測量図

図4 建物図面・各階平面図
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登記事項証明書　―――――――――――――――――――

1筆（1区画）の土地・1個の建物ごとに記録されている登記記録の内容を

登記官が証明した書面のことをいいます（図5）。以前、書類によって登記

記録が管理されていたときは、この写しを使用し登記簿謄本と呼ばれていま

した。

登記事項証明書は表題部と権利部に区分して作成されています。

表題部には、土地の場合は所在、地番、地目、地積など、建物の場合には

所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが記載されています。

さらに、権利部は甲区と乙区に区分され、甲区には所有権に関する登記事

項が、乙区には所有権以外の権利（抵当権など）に関する登記事項がそれぞ

れ記録されています。

登記事項要約書　―――――――――――――――――――

これが 
登記事項証明書と 
登記事項要約書 

だよ 

登録情報をインターネットで 
取得できる「登記情報提供サービス」や、 
登記事項証明書などをインターネットで請求 
できる「オンライン申請システム」もあるよ。 

　登記簿は電子化され、従来の紙の登記簿の閲覧に代わるものとして登記事

項要約書（図6）を発行しています。要約書は主要事項のみで、作成年月日

や登記官の認証はありません。
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図5 登記事項証明書

図6 登記事項要約書



2
不動産登記について
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「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。

一つは「表示に関する登記」。もう一つは「権利に関する登記」です。

「表示に関する登記」は不動産（土地・建物）の物理的状況、例えば土地

であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地が

あるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱い

ます。

「権利に関する登記」は不動産（土地・建物）に関する各種権利、例えば、

所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消

滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこ

れを扱います。

このように、同じ不動産登記でも「表示に関する登記」と「権利に関する

登記」では別々の資格者が取り扱います。

さて、土地家屋調査士が扱う「表示に関する登記」は、さらに「土地に関

する登記」と「建物に関する登記」に分かれます。

土地に関する登記は・・・ ――――――――――――――

土地分筆登記…一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける登記です。

※土地の個数は「筆」という単位で表します。ただし外見上、一区画の土地でも

数筆の土地からなる場合がありますし、逆に一筆の土地であっても外見上、数

区画に分けられている場合もあります。

土地合筆登記…分筆登記の逆で、複数筆の土地を一筆にする登記です。

土地地目変更登記…土地の地目（利用状況）が変わったときにする登記です。

（例えば、畑を造成して家を建てた場合など「畑」から

「宅地」への変更になります）

土地地積更正登記…登記されている面積と、実際の面積が異なる場合に、登

記記録を実際の面積に修正する登記です。分筆登記に伴

って行われることもあります。

土地表題登記…公有水面（海・湖など）を埋め立てたり、国有地である無地

番の道水路を払い下げたりするときに行う登記です。
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建物に関する登記は・・・ ――――――――――――――

建物表題登記…一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築した

ときにする登記です。建物の種類としては「居宅」「店舗」

「共同住宅」などとして登記されます。

区分建物表題登記…分譲マンションなど、一棟の建物を区分して所有する形

態の「区分所有建物」を新築したときにする登記です。

建物表示変更登記…建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の

用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附

属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。

建物滅失登記…建物を取り壊したり、焼失したときにする登記です。

「表示に関する登記」はほとんどの場合、所有者に申請義務が課せられており、

新築または変更があったときから一ヶ月以内に法務局へ申請しなければなりません。

申請書の記載や添付書類・添付図面の作成など煩雑な手続きもありますの

で、専門資格者である土地家屋調査士にご相談ください。
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3
筆界と所有権界

1. 筆界と所有権界（二つの境界）―――――――――――

土地の境界には、「筆界」と「所有権界」の二つの境界があります。

「筆界」とは、ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして

定められた線をいいます。「筆界」は所有者同士の合意等によって変更すること

はできず、分筆や合筆の手続をとらない限り、変動することはありません。

これに対して、「所有権界」は、所有権の範囲を画する線という意味で、「筆界」

とは概念的に区別されています。所有者間の合意等によって変動します。

土地は、通常、一筆を単位として取引されますが、一筆の土地の一部について

も、時効取得することや譲渡をすることが認められていますので、「筆界」に変

動がなくても、所有権の範囲は変更されることがあります。したがって「筆界」

は「所有権界」と一致することが多いのですが、一致しないこともあります。

例えば、一筆の土地の一部を他人に譲渡した場合や折れ曲がった筆界を所有

者の合意によって直線に直した場合など、その後に分筆登記手続・所有権移転

登記手続を行わなければ、「筆界」と「所有権界」が一致しないこととなります。

2. 境界の紛争　――――――――――――――――――――

この「二つの境界」の不一致が、時として争いを引き起こすことがありま

す。従来、土地の境界について争いがある場合には「境界確定訴訟」「所有

権確認訴訟」など裁判手続きによってその解決が図られてきました。

現在では以下に説明する「筆界特定制度」の創設や「境界問題相談センタ

ー」の設立によりその解決手続きの選択肢が広がっています。
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3. 筆界特定制度　―――――――――――――――――――

土地の筆界が明らかでない場合に、筆界特定登記官が、土地の所有権の登

記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた

上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における

位置を特定する制度です。

土地家屋調査士は、筆界調査委員の中心となりその職務にあたっています。

なお、土地の所有権（所有権界）の争いは、筆界特定制度では取り扱うこ

とはできないので注意してください。

4. 境界問題相談センター1―――――――――――――――

裁判によらない紛争解決方法（仲裁、調停、あっせんなど）を広く指して「裁

判外紛争解決手続（ADR）」といいます。全国の土地家屋調査士会は、土地の境

界に関するADRを実施する境界問題相談センターを設立しています。

境界問題相談センターでは、土地家屋調査士（境界の専門家）と弁護士（法律

の専門家）との協働による相談・調停を行い、裁判によることなく迅速かつ当

事者のニーズにあった双方が納得できる解決を目指して活動しています。

5. 民間紛争手続代理関係業務　―――――――――――

法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士は、土地の筆界が明らかでない

ことを原因とする民事に関する紛争に係る裁判外紛争解決手続（ADR）に

ついての代理・相談業務が認められています2。

1. 各土地家屋調査士会により名称は異なります
2. 土地家屋調査士の民間紛争解決手続代理業務については、弁護士が同一の依頼
者から受任していることが要件となります
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自己所有地といえども、その利用に際しては法律上各種制限が課せられて
います。建物を建築する場合には、都市計画法や建築基準法などが、その代
表的な制限法令となります。

都市計画法　――――――――――――――――――――――

「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と

公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」とし、地域区分を定め、

各種制限を設けています。

都市計画区域…一体の都市として総合的に整備し、開発し、保全する必要の

ある区域

土地利用規制としていわゆる「線引き」（市街化区域、市街化調整区域に

区分すること）がなされ、用途地域（建物用途の制限等）などが指定されま

す。市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」とされているため、原則

として建物の建築はできません。

都市計画区域外…上記、都市計画区域以外の区域

土地利用規制はあまりありませんが、「準都市計画区域」として指定され

た場合は、開発許可や建築確認制度が適用される場合もあります。

4
土地の利用規制に関する主な法律
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宅地造成等規制法　―――――――――――――――――――

宅地造成に伴うがけ崩れ、土砂の流出による災害防止のため、必要な規制

を行うもので、災害から人の生命・財産を保護することを目的に制定されま

した。

建築基準法　――――――――――――――――――――――

「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民

の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資すること

を目的」として各種制限が規定されています。なお、分筆登記をする場合に

は、特に道路との関係に注意が必要です。

準都市計画区域

市街化調整区域

市街化区域

都市計画区域
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農地を住宅用地 
などに転用する時は 
許可をとってね！ 
果樹園も農地だよ 

農地法　―――――――――――――――――――――――――

「農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、

耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上

の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もつて耕作者の地位の安

定と農業生産力の増進とを図ることを目的」とした法律です。

農地を保護することが主眼となっているため、転用（農地を農地以外の目

的に利用する）する場合には、原則として「許可」が必要となります。許可

を得るためには転用面積等の一定の条件を満たす必要があり、広い土地の場

合、転用許可申請の前に分筆登記が必要となる場合もあります。
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境界を決定する杭の種類

石の杭

ステンレス製の杭

コンクリート製の杭
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金属板（プレート）

金属鋲

プラスチックの杭



土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センターでは、土地家屋調
査士が土地の筆界を明らかにするとともに、境界にかかわる民事紛争の
早期解決のために土地家屋調査士と弁護士が調停人として当事者間の話
し合いのお手伝いをしています。 
また、確認した筆界に境界標の埋設を行い、調停の合意内容に基づき
登記手続きを行うなど、境界にかかわる全ての紛争解決を目指していま
す。 
※「境界問題相談センター」は総称で、土地家屋調査士会により呼称は
異なります。 
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「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」（ＡＤＲ法）では、
法令で定める基準・要件を満たしているＡＤＲ手続実施者を法務大臣が
認証し、時効中断効等の法的効果の付与や、弁護士法第72条（非弁護士
の法律事務の取扱い等の禁止）の特例を認めるなど、利便性の向上を図
っています。 
全国の土地家屋調査士会では、この認証に向けて準備・検討を行い、

各地の境界問題相談センターが続々と認証を受けており、日本土地家屋
調査士会連合会も支援しています。 
境界問題相談センターは、メディエーションによる「人に優しい解決」

と認証を受けることによる「手続きの厳格性」により、安心して境界紛
争を解決できる環境づくりに努めています。 

境界問題相談センターで紛争を解決する際には、「ＡＤＲ認定土地家屋
調査士」が弁護士との共同受任により当事者の代理人になることができ
ます。 
ＡＤＲ認定土地家屋調査士の業務は、土地家屋調査士法第３条第１項

第７号に規定されており、特別研修を受講し考査に合格した者に与えら
れる資格です。土地境界の専門家として弁護士と共に境界紛争の早期解
決に貢献しています。 
日本土地家屋調査士会連合会ではＡＤＲ認定土地家屋調査士を対象と

した研修会の実施と活動を支援しています。 
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